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131　写真（職種番号：０９４）【　都道府県方式　】
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

写真（肖像写真銀塩作業）
 写真(肖像写真作業) ● ○ 肖像写真銀塩作業

 写真(肖像写真デジタル作業) ● 肖像写真デジタル作業

 写真(肖像写真作業) 3 肖像写真作業

132　調理（職種番号：１２９）【　職種発足時から平成14年度まで指定事業主団体方式、平成13年度から指定試験機関方式：社団法人調理技術技能センター　】
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 調理(日本料理調理作業) 単 ○ 日本料理調理作業

  調理(すし料理調理作業) 単 ○ すし料理調理作業
 調理(西洋料理調理作業) 単 ○ 西洋料理調理作業

 調理(中国料理調理作業) 単 ○ 中国料理調理作業
     調理(麺料理調理作業) 単 ○ 麺料理調理作業

調理(給食用特殊料理調理作業) 単 ○ 給食用特殊料理調理作業

133　ビルクリーニング（職種番号：１２０）【　職種発足時から平成14年度まで指定事業主団体方式、平成13年度から指定試験機関方式：社団法人全国ビルメンテナンス協会　】
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  ｰﾆﾝｸﾞ(ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ作業) 単 ○ ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ作業

134　産業洗浄（職種番号：１５９）【　都道府県方式　】
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  産業洗浄(高圧洗浄作業) 単 高圧洗浄作業

  産業洗浄(化学洗浄作業) 単 化学洗浄作業

135　商品装飾展示（職種番号：１３７）【　都道府県方式　】
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

   商品装飾展示(商品装飾展示作業) ● 3 商品装飾展示作業

136　フラワー装飾（職種番号：１１９）【　都道府県方式　】
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ﾌﾗﾜｰ装飾(ﾌﾗﾜｰ装飾作業) ● 3 ﾌﾗﾜｰ装飾作業

注１）本表の凡例は以下のとおり。
　　　　●：１・２級を新設、◎：１～３級を新設、単：単一等級を新設、特：特級を追加、３：３級を新設又は追加、基：基礎級を追加、○：名称等を変更、×：廃止
　　　　同：政令別表が改正されたにもかかわらず検定職種名及び作業名のいずれも変更がないもの
注２）本表は、職業訓練法（昭和33年法律第133号）及びこれに基づく政省令並びに職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）及びこれに基づく政省令に基づき作成している。
注３）年度に関しては諸規定の施行日が属する年度としている。また、本表は上記政省令に基づき作成している（技能検定実施計画には基づいていない）ため、実際に技能検定試験を開始した時期と必ずしも一致するとは限らない。
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（参考）
（廃止時：家庭用電気治療器調整）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

　家庭用電気治療器調整(家庭用電気治療器調整作業) ● ×

（廃止時：船舶ぎ装）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

銅工(銅工作業) 同 船舶ぎ装(配管ぎ装作業)
● ○ ○ ×

（廃止時：眼鏡レンズ加工）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

眼鏡レンズ加工(眼鏡レンズ加工作業) ● ×

（廃止時：織機調整）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
絹人絹ﾄﾞﾋﾞｰ織機調整工 織機調整(絹人絹ﾄﾞﾋﾞｰ織機調整作業)
(絹人絹ﾄﾞﾋﾞｰ織機調整作業) ● ○ ○ 織機調整(ﾄﾞﾋﾞｰ織機調整作業)

 絹人絹ﾄﾞﾋﾞｰ織機調整(絹人絹ﾄﾞﾋﾞｰ織機調整作業) ● ×
　　ﾀｵﾙﾄﾞﾋﾞｰ織機調整(ﾀｵﾙﾄﾞﾋﾞｰ織機調整作業) ● ○

織機調整(ﾀｵﾙﾄﾞﾋﾞｰ織機調整作業)
絹人絹ｼﾞﾔｶｰﾄﾞ織機調整工(絹人絹ｼﾞﾔｶｰﾄﾞ織機調整作業) 織機調整(絹人絹ｼﾞﾔｶｰﾄﾞ織機調整作業)

● ○ ○ 織機調整(ｼﾞﾔｶｰﾄﾞ織機調整作業)
絹人絹ｼﾞﾔｶｰﾄﾞ織機調整(絹人絹ｼﾞﾔｶｰﾄﾞ織機調整作業) ● ×

　ﾀｵﾙｼﾞﾔｶｰﾄﾞ織機調整(ﾀｵﾙｼﾞﾔｶｰﾄﾞ織機調整作業) ● ○
織機調整(ﾀｵﾙｼﾞﾔｶｰﾄﾞ織機調整作業)

（廃止時：合板製造）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

　合板製造(ﾍﾞﾆﾔﾚｰｽ作業) ● ×

（廃止時：版下製作）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

版下製作(版下製作作業) ● ×

（廃止時：更生タイヤ製造）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

更生ﾀｲﾔ工(更生ﾀｲﾔ製造作業) 同
● ○ ○ ×

更生ﾀｲﾔ製造(更生ﾀｲﾔ製造作業)

（廃止時：ほうろう加工）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ほうろう加工(ほうろう加工作業) ● ×
注１）本表の凡例は以下のとおり。
　　　　●：１・２級を新設、◎：１～３級を新設、単：単一等級を新設、特：特級を追加、３：３級を新設又は追加、基：基礎級を追加、○：名称等を変更、×：廃止
　　　　同：政令別表が改正されたにもかかわらず検定職種名及び作業名のいずれも変更がないもの
注２）本表は、職業訓練法（昭和33年法律第133号）及びこれに基づく政省令並びに職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）及びこれに基づく政省令に基づき作成している。
注３）年度に関しては諸規定の施行日が属する年度としている。また、本表は上記政省令に基づき作成している（技能検定実施計画には基づいていない）ため、実際に技能検定試験を開始した時期と必ずしも一致するとは限らない。
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（廃止時：浴槽設備施工）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

浴槽設備施工(浴槽設備施工作業)
浴そう設備施工(浴そう設備施工作業) 単 ○ ×

（廃止時：スレート施工）
S34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

同 ｽﾚｰﾄ施工(ｽﾚｰﾄ工事作業)
 ｽﾚｰﾄ施工(石綿ｽﾚｰﾄ工事作業) ● ○ ○ ×

注１）本表の凡例は以下のとおり。
　　　　●：１・２級を新設、◎：１～３級を新設、単：単一等級を新設、特：特級を追加、３：３級を新設又は追加、基：基礎級を追加、○：名称等を変更、×：廃止
　　　　同：政令別表が改正されたにもかかわらず検定職種名及び作業名のいずれも変更がないもの
注２）本表は、職業訓練法（昭和33年法律第133号）及びこれに基づく政省令並びに職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）及びこれに基づく政省令に基づき作成している。
注３）年度に関しては諸規定の施行日が属する年度としている。また、本表は上記政省令に基づき作成している（技能検定実施計画には基づいていない）ため、実際に技能検定試験を開始した時期と必ずしも一致するとは限らない。


